行方市農地利用最適化推進委員（武田地区）の推薦及び募集要項（欠員補充）

　農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第19条,行方市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例，行方市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則の規定により,行方市農地利用最適化推進委員を推薦の求め及び募集を行います。

１　推薦及び応募の対象
　　農地利用最適化推進委員

２　職務内容
　　　農業委員と連携して，担当する区域において，担い手への農地利用の集積・集約
化，遊休農地の発生防止・解消，新規参入の促進等，農地利用の最適化に関する活
動を行います。

３　募集担当地域及び人数
（1） 募集地区　武田地区（両宿、内宿、成田、三和、長野江、次木、小貫）
（2） 募集人数　１人

４　任用期間
　　 委嘱の日～令和９年９月1日

５　身　分　　
非常勤特別職の地方公務員

６　報酬月額　　条例に基づき支給　（月額３０，０００円）※令和８年１月20日時点

７　募集する期間
　　令和８年２月２日（月）から令和８年３月３日（火）まで
　
８　推薦を受ける者又は応募する者の資格
　（１）推薦を受ける者又は応募する者は，次のいずれにも該当する者です。
　　　農地等の利用の最適化の推進に熱意及び識見を有し，推進委員の職務を適正に行
うことができる者
　　※法令等により農地利用最適化推進委員と兼職が禁止されている職にない者

（２）次のいずれかに該当する者は，委員となることはできません。
　　①破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
　　②禁固以上の刑に処せられ，その執行を終えるまで又はその執行を受けることがな
くなるまでの者

９　推薦及び応募の方法
次の（１）及び（２）の様式に必要事項を記入のうえ,持参または郵送により，
行方市農業委員会事務局までご提出ください。
 なお，推薦及び応募に係る書類は返却しませんのでご了承ください。
（１）推薦及び応募様式
①個人による推薦【様式第１号（第５条関係）】
②法人・団体による推薦【様式第２号（第５条関係）】
　　③個人による応募【様式第３号（第６条関係）】　
　　※それぞれ様式が異なりますのでご注意ください。

（２）添付書類
　①農業委員会等に関する法律の欠格条項に関する申告書及び同意書
　（被推薦者・応募者）
　②同意書（推薦者）
　
（３）提出先
　　　〒311-1792　行方市山田２５６４‐１０
行方市農業委員会事務局（北浦庁舎）
　　　（開庁日の８：３０から１７：１５まで【期限内必着】）
　
10　選　考
「候補者選考委員会」を開催し，提出された書類をもとにそれぞれ選考します。なお，
必要に応じて面接を実施する場合があります。

11　選考の結果通知
　申込者全員に文書で通知します。

12　情報の公表
　募集期間の中間及び終了後に，行方市公式ホームページで以下の内容について公表しますので予めご了承ください。
　①推薦する者（個人）については，「氏名」「職業」「年齢」及び「性別」
　②推薦する者（法人・団体）については，「名称」「目的」「代表者の氏名」「構成員
の数」「構成員の資格，要件」
　③推薦を受ける者又は応募する者は，「氏名」「職業」「年齢」「性別」「経歴」「認定農業者等であるか」及び「農業経営の状況」
　④推薦又は応募の理由

13　問い合わせ先
　　〒311-1792　行方市山田２５６４‐１０
　　行方市農業委員会事務局（北浦庁舎）
　　電話：０２９１－３５－２１１１
